
催
し・講
座・募
集

く
ら
し・相
談

健
康・福
祉

子
育
て・教
育

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板
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内
家
庭
内
や
親
族
・
近
隣
間
の
悩

み
ご
と
な
ど
、
暮
ら
し
の
中
で

起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
相

談
。
い
じ
め
や
あ
ら
ゆ
る
差
別

問
題
の
相
談
。

５
月
1₈
日
㈬

会
働
く
婦
人
の
家
１
階 

託
児
室

相
人
権
擁
護
委
員　

中
島
澄
江

〔
下
二
〕、
髙
野
輝
幸
〔
今
町
〕

６
月
１
日
㈬
（
３
会
場
で
開
催
）

会
市
民
会
館
２
階 

婦
人
会
館 

和
室

相
人
権
擁
護
委
員　

水
澤
稔

〔
麓
〕、
羽
吹
正
〔
押
出
〕

会
小
出
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

〔
魚
沼
市
小
出
島
１
２
４
０

−

２
〕

相
人
権
擁
護
委
員

会
湯
沢
町
公
民
館
〔
湯
沢
町
大
字

湯
沢
２
８
２
２
〕

相
人
権
擁
護
委
員

共
通
事
項

時
午
後
１
時
～
４
時
（
受
付
：
午

時
間
外
窓
口
（
次
の
水
曜
日
）

６
月
８
日
、
22
日

午
後
５
時
15
分
～
７
時
30
分

日
曜
窓
口

６
月
12
日
、
26
日

午
前
８
時
30
分
～
正
午

受
付
窓
口　
市
民
課

申
受
付
専
用
電
話
（
☎
７
８
８
・

　

１
７
８
０
）
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

持・
通
知
カ
ー
ド
（
あ
る
人
）

・
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

１
点
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

・
そ
の
他
の
本
人
が
確
認
で
き
る

書
類
１
点
（
健
康
保
険
証
、
年

金
手
帳
、
氏
名
と
生
年
月
日
記

載
の
診
察
券
な
ど
。
顔
写
真
付

き
の
本
人
確
認
書
類
を
お
持
ち

で
な
い
場
合
は
２
点
）

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
あ

積
雪
の
た
め
休
止
し
て
い
た
検

針
を
再
開
し
、
冬
期
間
の
概
算
払

い
の
料
金
を
精
算
し
ま
す
。
精
算

内
容
は
、
６
月
中
旬
に
「
冬
期
精

算
通
知
書
」で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

冬
期
概
算
制
度

積
雪
の
あ
る
冬
期
（
12
月
～
４

月
）
の
料
金
を
、
前
年
の
実
績
な

ど
に
基
づ
い
て
概
算
で
支
払
い
、

５
月
の
検
針
結
果
で
精
算
す
る
制

度
で
す
。

使
用
水
量
が
多
い
場
合
は

「
上
下
水
道
使
用
量
の
お
知
ら

せ
」
に
記
載
し
た
水
量
は
、
12
月

～
５
月
の
使
用
量
か
ら
12
月
～
４

問
法
務
局 

南
魚
沼
支
局

☎
７
７
２・
２
１
６
４

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

～
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
～

問
市
民
課 

市
民
班

☎
７
７
３・６
６
６
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
、
交
付
な
ど
の

時
間
外
・
日
曜
窓
口

問
南
魚
沼
市
上
下
水
道
料
金

　
セ
ン
タ
ー

☎
７
８
８・０
２
２
０

水
道
の
検
針
を
再
開
し
ま
す

く
ら
し
・
相
談

後
３
時
ま
で
）

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

る
人
）

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

（
交
付
時
の
み
）

他・
顔
写
真
は
窓
口
で
無
料
撮
影
し

ま
す
。

・
交
付
は
、
原
則
３
日
前
ま
で
に

予
約
が
必
要
で
す
。

※
住
民
票
、
戸
籍
な
ど
の
事
務
は

行
い
ま
せ
ん

月
の
冬
期
間
の
認
定
水
量
を
差
し

引
い
た
使
用
量
で
す
。
利
用
人
数

の
増
加
な
ど
の
理
由
が
な
く
使

用
水
量
が
不
自
然
に
多
い
場
合

は
、
漏
水
の
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
水
道
メ
ー
タ
ー
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

漏
水
時
の
減
免
（
減
額
）
制
度 

水
道
メ
ー
タ
ー
か
ら
蛇
口
ま
で

は
、
使
用
者
の
管
理
で
す
。
メ
ー

タ
ー
が
回
っ
た
分
は
、
理
由
を
問

わ
ず
支
払
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

原
則
で
す
。
た
だ
し
、
十
分
な
管

理
を
行
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
や
む
を
得
ず
漏
水
し
た
場
合

（
地
中
・
壁
中
の
水
道
管
か
ら
の

漏
水
な
ど
）
の
み
修
繕
後
に
減
免

の
対
象
と
な
り
ま
す
。（
未
修
繕

の
も
の
は
対
象
外
） 

必
要
書
類 

減
免
申
請
書
、
市
指
定
給
水
装

置
工
事
事
業
者
の
修
理
証
明
、
修

理
前
後
の
写
真
、
修
理
か
所
の

図
面 

減
免
と
な
ら
な
い
事
例 

・
不
注
意
に
よ
る
流
し
っ
ぱ
な

し
、
ト
イ
レ
の
ボ
ー
ル
タ
ッ

プ
・
蛇
口
か
ら
の
漏
水
な
ど（
管

理
の
不
備
が
認
め
ら
れ
る
漏

水
、
一
般
的
に
想
定
で
き
る
原

因
に
よ
る
漏
水
、容
易
に
目
視
、

管
理
で
き
る
か
所
か
ら
漏
水
し

た
場
合
）

・
市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

以
外
が
修
繕
し
た
場
合 

漏
水
の
確
認
方
法 

①
す
べ
て
の
蛇
口
を
閉
め
て
、
水

道
を
使
用
し
て
い
な
い
状
態
に

す
る
。 

②
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
を
開
け
、

水
道
メ
ー
タ
ー
の
パ
イ
ロ
ッ
ト

を
確
認
す
る
。 

③
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
少
し
で
も
回
っ

て
い
れ
ば
漏
水
で
す
。

漏
水
の
場
合
は
、
市
指
定
給
水

装
置
工
事
事
業
者
に
連
絡
し
て
、

修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
修

理
費
は
自
己
負
担
で
す
。 

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の

適
切
な
管
理
を 

車
両
な
ど
に
よ
る
破
損
や
沈
下

を
防
護
す
る
、
上
に
物
を
置
か
な

い
、
近
く
に
犬
を
つ
な
が
な
い
な

ど
、
検
針
が
で
き
る
状
態
を
保
っ

て
く
だ
さ
い
。 

※
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
が
破
損
し

た
場
合
の
修
理
は
、
使
用
者
の

負
担
と
な
り
ま
す 

水道
メーター

パイロット


